
広　　告

第
18
回
統
一
地
方
選
挙
立
候
補
予

定
者
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
届
い
て
い
な
い
家
庭

が
あ
り
ま
し
た
ら
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い

□詳
学
校
教
育
課　

（
32
）６
７
４
２

１
月
１
日
現
在
で
作
成
し
た
農
業
委
員
会
委
員

の
選
挙
人
名
簿
を
縦
覧
し
ま
す

□日
２
月
23
日
㈪
〜
３
月
９
日
㈪　

８
時
30
分
〜

17
時

□所
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
役
所
７
階
）

※
土
・
日
曜
日
は
夜
間
休
日
受
付
窓
口

□対
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
者
な
ど

□詳
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

（
32
）６
７
７

４ □日
３
月
３
日
㈫　

13
時
30
分
〜
16
時

□所
市
民
会
館

□対
北
海
道
議
会
議
員
選
挙
（
苫
小
牧
市
選
挙

区
）
お
よ
び
苫
小
牧
市
議
会
議
員
選
挙
の
立
候

補
予
定
者　

※
会
場
の
都
合
上
、
出
席
者
は
１

人
の
立
候
補
予
定
者
に
つ
き
３
人
以
内

□詳
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

（
32
）６
７
６

４■
免
除
申
請
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

方
は
、
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
免
除

制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。
保
険
料
を
未
納
の
ま

ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
の
年
金
額
が
減
額
さ

れ
た
り
、
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ

け
で
な
く
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
割
引
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

２
年
度
分
、
１
年
度
分
ま
た
は
６
カ
月
分
な
ど
、

年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る
前
納
制
度
を

利
用
す
る
と
、
保
険
料
が
割
引
に
な
り
お
得
で

す
。
ま
た
口
座
振
替
で
前
納
す
る
と
、
納
付
書

で
の
前
納
よ
り
も
さ
ら
に
割
引
に
な
り
ま
す

※
口
座
振
替
の
場
合
は
、
２
年
度
分
、
１
年
度

分
お
よ
び
上
半
期
６
カ
月
分
（
４
月
〜
９
月
）

は
２
月
末
ま
で
、
下
半
期
６
カ
月
分
（
10
月
〜

翌
年
３
月
）
は
８
月
末
ま
で
に
申
し
込
み

□申
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
、
預
金
通
帳
、
通

帳
印
を
持
参
し
、
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務

所
で

□詳
苫
小
牧
年
金
事
務
所　

（
36
）６
１
３
５

市
国
保
課　

（
32
）６
４
２
９

消
火
栓
や
防
火
水
槽
は
、
火
災
か
ら
市
民
の
生

命
・
身
体
・
財
産
を
守
る
大
切
な
施
設
で
す
。

積
雪
に
よ
り
消
火
栓
や
防
火
水
槽
が
埋
ま
っ
て

し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
消
防
本
部
に
お
い
て
除

雪
を
行
い
、
い
ち
早
く
使
用
で
き
る
よ
う
努
め

て
い
ま
す
。
お
住
ま
い
の
土
地
、
お
勤
め
先
な

ど
の
除
雪
を
行
う
際
に
は
、
除
雪
に
よ
り
移
動

し
た
雪
で
消
防
水
利
が
埋
ま
ら
な
い
よ
う
に
ご

配
慮
く
だ
さ
い

□詳
警
防
課　

（
32
）６
７
１
４

消
防
本
部
か
ら
の
お
願
い

水
洗
ト
イ
レ
へ
の
改
造
費
と
改
造
に
伴
う
排
水

設
備
費
の
貸
し
付
け
を
行
い
ま
す

貸
付
対
象
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

区
域
内
に
家
屋
を
持
ち
、
３
年
間
の
水
洗
化
義

務
期
限
内
に
く
み
取
り
便
所
を
水
洗
ト
イ
レ
に

改
造
さ
れ
る
方　

※
新
築
・
増
改
築
の
場
合
と

法
人
は
対
象
外

貸
付
額
住
宅
１
戸
に
つ
き
60
万
円
以
内
（
う
ち
、

大
工
工
事
費
４
万
円
以
内
）
無
利
子

返
済

貸
し
付
け
の
翌
月
か
ら
５
年
間
の
60
カ
月

均
等
割
償
還
（
毎
月
23
日
預
金
口
座
振
替
）

貸
付
条
件
●
市
道
民
税
・
固
定
資
産
税
・
受
益
者

負
担
金
に
滞
納
が
な
い　

●
年
齢
・
所
得
制
限

あ
り　

●
連
帯
保
証
人
が
１
名
必
要　

※
貸
付

金
の
申
請
手
続
き
は
、
市
指
定
の
排
水
設
備
工

事
事
業
者
が
代
行
し
ま
す

□詳
上
下
水
道
部
総
務
課　

（
32
）６
６
２
８

水
洗
ト
イ
レ
改
造
資
金
貸
付
制
度

都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
水
道
が
整

備
さ
れ
る
こ
と
で
、
資
産
価
値
の
増
加
や
生
活

環
境
の
向
上
な
ど
新
た
な
利
益
が
生
じ
る
こ
と

か
ら
、
土
地
所
有
者
の
方
な
ど
に
整
備
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
負
担
い
た
だ
く
も
の
で
す

■
27
年
度
の
対
象
区
域
と
単
価

●
拓
勇
西
町
地
区
、
北
栄
町
地
区
、
字
植
苗
地

区
の
い
ず
れ
も
一
部
の
地
域
（
第
４
負
担
区
）

＝
１
㎡
当
た
り
412
円

●
東
開
町
地
区
、
と
き
わ
地
区
、
の
ぞ
み
町
地

区
、
宮
前
町
地
区
の
い
ず
れ
も
一
部
の
地
域

（
第
３
負
担
区
）
＝
１
㎡
当
た
り
375
円

納
入
方
法
・
納
期
対
象
者
へ
２
月
上
旬
に
受
益
者
申

告
書
を
送
付
し
ま
す
。
そ
の
申
告
内
容
な
ど
に

基
づ
き
、
５
月
中
旬
か
ら
５
年
間
（
20
回
）
で

納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す

□詳
上
下
水
道
部
総
務
課　

（
32
）６
６
２
８

平
成
27
年
度
に
賦
課
対
象
者
と
な
る
方
に
、
下

水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
制
度
に
基
づ
き
整
備

費
用
の
一
部
を
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

■
受
益
者
負
担
金
制
度
と
は

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て
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